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Living-----------------
くらし

■�3Rを推進しましょう
　循環型社会のキーワード「３Ｒ」は、資源の有効利用
に必要な対策のReduce（リデュース）、Reuse（リユー
ス）、Recycle（リサイクル）の頭文字です。
①リデュース「ごみを出さない」
　マイバッグ、マイ箸、はかり売りを利用し、ごみとなるも
のを生活から排除していきましょう。
②リユース「使えるものは再使用する」
　びん（ビール瓶等）やプラスチック容器は何度も繰り返
し使用したり、使用されるようつとめましょう。中古品を購
入することも対策の一つです。
③ リサイクル「缶、ペットボトルなどの資源は再生利用

につとめる」
　缶、ペットボトル、びん、紙、プラスチック、衣類、家電、
金属類などは「販売店に戻す」「資源回収を利用する」
などし、リサイクルにつとめましょう。
　資源ごみ収集所において回収した、缶・ペットボトル
等は、売却され児玉郡市の清掃業務の費用に充てら
れています。また、資源ごみの回収量に応じ、町から各
行政区に対して補助金を交付しています。
　平成28年度の排出量は町民一人あたり一日約988g
です。町民、事業者、行政が一体となって、ごみを減らし
ていきましょう。
問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

■�防災行政無線によるＪアラート
の訓練放送について

日時…１１月１日㈭、午前１１時ごろ
　Ｊアラートによる全国一斉情報伝達訓練を行います。
町内５９ヶ所の防災行政無線から訓練放送が流れます
が、実際の災害とお間違えのないようご注意ください。
問合せ…くらし安全課防災安全係【☎35－1226】

■�「県民手帳」販売
　2019年度版県民手帳の販売を行います。
表紙は２色（黒・グレイッシュブルー）あり、表紙の色によ
り月間予定表部分が異なります。
販売期間…10月12日㈮～12月14日㈮
価格…500円（税込み）
販売場所…産業振興課農政商工係窓口（町役場２階）
問合せ…産業振興課農政商工係【☎35－1232】

■�子育てハッピー県営住宅
　入居者募集
対象者…夫婦がともに39歳以下の世帯
※子どもの有無は不問、収入等の条件があり。
募集案内配布場所
まち整備課都市計画係窓口（町役場２階）
埼玉県住宅供給公社
埼玉県住宅課（第２庁舎１階）
申込方法…埼玉県住宅供給公社に郵送
申込期間…10月21日㈰まで（消印有効）
入居予定日…12月23日㈰以降
問合せ…�埼玉県住宅供給公社【☎048－829－2875】

　

今
号
か
ら
「
町
長
コ
ラ
ム
」

と
し
て
、
町
政
の
近
況
報
告

や
町
民
の
皆
さ
ま
に
お
伝
え

し
た
い
情
報
な
ど
を
お
届
け

い
た
し
ま
す
。

　

ま
ず
、
西
日
本
豪
雨
災
害
、

台
風
21
号
に
よ
る
関
西
地
区

の
被
災
、
お
よ
び
北
海
道
胆

振
東
部
地
震
等
で
お
亡
く
な

り
に
な
ら
れ
た
方
、
被
災
し

た
方
々
に
対
し
、
心
よ
り
お

見
舞
い
申
し
上
げ
る
と
と
も

に
、
一
日
も
早
い
復
興
を
お

祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
５
月
か
ら
町
政
を

担
っ
て
４
か
月
が
経
ち
ま
し

た
。
第
１
回
目
の
コ
ラ
ム
は
、

私
が
ど
ん
な
思
い
で
町
政
に

邁
進
し
て
い
る
か
、
お
話
し

し
ま
す
。

　

８
月
下
旬
、
児
玉
郡
市
の

法
人
団
体
か
ら
依
頼
を
受
け

て
講
演
し
た
内
容
の
一
部
を

抜
粋
し
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

テ
ー
マ
は
「
上
里
町
の
未
来

（
町
長
の
思
い
）」
で
す
。

◇
上
里
町
長
の
仕
事
は
！

⑴�

町
民
と
共
に
、
新
し
い
上

里
の
未
来
を
創
造
し
た
い
。

⑵�

町
民
約
３
万
１
千
人
の
幸

せ
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す
。

⑶�

「
選
ば
れ
る
ま
ち
、
住
み

続
け
た
い
ま
ち
」「
輝
く

ま
ち
」
を
目
指
し
ま
す
。

⑷�

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
（
技
術

革
新
）
を
起
こ
し
、
現
状

か
ら
の
変
化
を
も
た
ら
し

た
い
。

⑸�

「
ご
み
ゼ
ロ
、
事
故
ゼ
ロ

の
ま
ち
」
を
目
指
し
ま
す
。

⑹�

町
民
参
加
で
上
里
の
未
来

を
開
発
、
稼
げ
る
ま
ち
を

目
指
し
、
財
政
力
を
高
め

た
い
。

⑺�

女
性
が
い
っ
そ
う
活
躍
で

き
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
ま
す
。

⑻�

「
さ
わ
や
か
で
活
気
の
あ

る
役
場
」
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
町
の

将
来
像
「
ひ
と
・
ま
ち
・
自

然
が
共
に
輝
く
“
ハ
ー
モ

ニ
ー
タ
ウ
ン
か
み
さ
と
”」

の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
一
歩
ず
つ
ま
ち

づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

上
里
町
の
未
来
（
町
長
に
就
任
し
て
の
思
い
） ❶
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Living-----------------
くらし

1 0 月 １日 は「 浄 化 槽 の 日 」で す
浄化槽の適正な維持管理と法定検査で、きれいな川を守りましょう

　浄化槽は微生物の働きで汚水を浄化し、
きれいな上澄みを消毒して流しています。維
持管理を怠ると放流水の水質が悪化し、悪
臭が発生します。浄化槽を適正に管理し、使
用しましょう。
　法定検査（定期水質検査）は、浄化槽の
放流水のチェックや保守点検、清掃が適正
に行われているかを確認する重要な検査で
す。県の指定検査機関（（一社）埼玉県浄化
槽協会【(０４８－５０１－５７０７】）に依頼してく
ださい。
問合せ…くらし安全課生活環境係
　　　　【☎35－1226】

保守点検
（年３～４回）

装置の点検・調整
消毒薬の補充など

法定検査
（年１回）

水質・装置の総合診断

清　掃
（年１回）

たまった汚泥等の
引き抜き

川を汚さないきれいな水

法律で定められた
浄化槽の使用者の
３つの義務

使用済み小型家電を回収します
場所…上里町役場東側駐車場
回収方法…利用者持参による

○回収できるもの
•調理家電、生活家電、ＡＶ機器、電話、パソコン、ゲーム機　等

×回収できないもの
•家電リサイクル法対象機器（テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機・
衣類乾燥機）、電球、蛍光灯、電池、布や木製部分が含まれるもの
（木製コンポ・マッサージ機など）
　※ただし、分解してあれば機械部分のみ回収可

役場町民ホールに常設の回収ボックスでも回収しています
（30cm×15cmの投入口から入る物）
問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

費用
無料

10月28日㈰
午前９時～11時30分

広報かみさと No.5937



Welfare・Care-----------------
介護・福祉

■行政相談を受け付けています
　10月15日から21日は「行政相談週間」です。
　総務大臣から委嘱された行政相談委員が、行政に
関する苦情や意見、要望などを受け付けています。
日時…10月18日㈭、午後１時30分～４時
会場…上里町コミュニティセンター
内容…福祉、道路、医療、保険、年金、郵便など
※偶数月の第１木曜日に定例相談所を開設しています。
※�「行政苦情１１０番」【☎0570－090110】でも相談を
受け付けています。

問合せ…町民福祉課社会福祉係【☎35－1224】

■�困りごと出張相談会の開催
　県から委託を受けた専門の支援員が、解決に向け
て一緒に取り組み支援します。秘密は厳守します。
日時…11月７日㈬・平成31年２月８日㈮
　　　午後１時30分～３時30分
会場…中央公民館
費用…無料（要事前申込）
申込時間…午前８時30分～午後５時
　　　　（土・日・祝日・年末年始除く）
申込先・問合せ･･･�アスポート相談支援センター埼玉

北部【☎048－577－6883】

■�公的年金等の受給者の
　扶養親族等申告書について
　平成31年分公的年金等の受給者の扶養親族等申
告書について、年金の所得税課税対象者に送付して
います。送付された扶養親族等申告書の提出期限は
10月31日㈬です。
送付対象者
　老齢または退職による年金の支給額が以下に該当
する方。
①65歳未満の方で年間108万円以上
②65歳以上の方で年間158万円以上
　�退職共済年金受給者で老齢基礎年金受給者の場
合は、退職共済年金が80万円以上

注意点
①扶養している親族がいない方も提出が必要です。
　提出により所得税率の変更があります。
②受給者本人のマイナンバーの記入は不要です。
　�新たに控除対象となる扶養親族の方のマイナンバー
は必要となります。
�※詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ
扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル
【☎0570－081－240】
050から始まる電話の場合【☎03－6837－9932】

■�歳末慰問金配付希望世帯は
　申請書を提出してください
　上里町社会福祉協議会では、毎年12月に行われる
「歳末たすけあい運動」の一環として、歳末慰問（慰
問金の配付）を行っています。
　配付を希望する世帯は、申請書を提出してください。
対象…�町内に住所を有する、町県民税非課税世帯（生

活保護世帯を除く）で、慰問金配付を希望され
る世帯

申請…�歳末慰問金申請書に所定事項をご記入のうえ
11月12日㈪までに、地区担当民生委員または社
会福祉協議会へ提出

※�申請書は、民生委員または社会福祉協議会で配付
しています。
※�慰問金の配付は、配分委員会での決定後、12月下
旬の予定です。

問合せ…上里町社会福祉協議会【☎33－4232】

■�見守りキーホルダーを
　ご活用ください
　高齢者が外出先で突然倒れたり保護された時に、連
絡先等が確認出来ない場合、キーホルダーに印字され
ている登録番号を町へ連絡すると、あらかじめ登録さ
れた緊急連絡先（ご家族など）が確認でき、必要な対応
を行うことが出来ます。
対象…�町内に住所のあるおおむね65歳以上の方で、

高齢者世帯の方、日中独居の方、認知症による
症状がある方、急な発作の恐れあるいは身体上
の慢性疾患があり、日常生活上注意が必要な
方等

費用…無料
申込み…高齢者いきいき課窓口で申請書を提出
問合せ…�高齢者いきいき課地域包括支援係
　　　　【☎35－1243】
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Tax-----------------
税

◆10月の開庁日 【休日】（午前８時30分～正午）� 10月14日㈰
� 【夜間】（午後８時まで）� 10月25日㈭
� �※夜間は庁舎西入口（夜間入口）からお入りください。
◆相談窓口の問合せ…税務課収税係
　　　　　　　　　　【☎35－1220】
　　　　　　　　　　※�納税相談の場合は、あらかじめお電話でご連絡下さい。

町県民税第３期、国民健康保険税第４
期の納期限は10月31日㈬です。
税金のお納めには便利な口座振替を
ご利用ください。

納税相談窓口 ～休日開庁・夜間開庁のお知らせ～

口座振替日は納期限日となります。残高不足
等で振替ができなかった場合、再度の振替は
できませんので、残高の確認をお願いします。

納税義務者が納期限までに町税を納付せず、督促状、催
告書等による告知をしても納付がない場合に、差押えを
中心とした滞納処分を行い、滞納を完結に導くことです。

　給与、預貯金、生命保険、売掛金、不動産、自動車、動産
（貴金属類、腕時計、ハンドバッグ等）などの財産を個人
で処分できなくなります。町では、差押えた財産は公売
等により処分し、滞納の税金に充当します。

平成29年度差押件数

動産 預貯金 所得税	
還付金 生命保険 給与・報酬 合計

1件 141件 58件 14件 26件 240件

不動産の差押から公売 勤務先調査 自動車のタイヤロック

ス 
ト 

ッ 

プ 

！

滞 

納

　

町
税
は
私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
あ
り
、定
め
ら

れ
た
期
限（
納
期
限
）ま
で
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く
も
の
で
す
。多
く
の
方
が
納

期
限
ま
で
に
納
付
し
て
い
ま
す
が
、残
念
な
が
ら
ご
く
一
部
の
方
は
滞
納
し
て
い
ま
す
。

　

税
負
担
の
公
平
性
や
税
収
入
を
確
保
す
る
た
め
、県
内
の
全
市
町
村
と
埼
玉
県
で

は「
県
税
・
市
町
村
税　

滞
納
整
理
強
化
期
間
」を
設
け
、「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」を
合

言
葉
に
滞
納
整
理
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

町
で
も
、悪
質
な
滞
納
者
に
対
す
る
差
押
え
の
強
化
な
ど
、滞
納
の
解
消
に
向
け
た

取
り
組
み
を
積
極
的
に
行
い
ま
す
。

　

納
期
内
納
付
、早
期
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
合
せ
…
税
務
課
収
税
係【
☎
35‒

１
２
２
０
】

「滞納整理」とは…

「差押え」を行うと…

不動産公売を実施します

　町税の滞納により差押えた不動産を、埼玉県と共同
で行う「埼玉県・市町村共同公売」で入札により公売（売
却）します。
公売
財産

種別 土地（宅地）
所在地 上里町大字七本木字本郷南３０７８番地１
面積 ８１１．４３㎡

見積価額
5,500,000円（550,000円）

（公売保証金）

その他事項

・	あらかじめ現況及び関係公簿を確認したうえ
で入札してください。
・	詳細は税務課窓口の共同公売広報等で確認し
てください。

日時…10月24日㈬、午後１時30分～１時50分
会場…埼玉県熊谷地方庁舎・４階大会議室（熊谷市末広３－９－１）
※公売は中止になる場合がありますので、入札前にご確認ください。
問合せ…税務課収税係【☎35－1220】

10月は不正軽油撲滅対策 強化月間
です

　不正軽油とは、県の税金である軽油引取
税の脱税を目的として、軽油に灯油や重油
などを混ぜた燃料や、自動車の燃料として
使用される灯油や重油のことをいいます。
　不正軽油の製造・販売・使用は悪質な脱
税行為であるばかりでなく、大気汚染等環境や健康
にも重大な影響を与えることから、埼玉県では不正
軽油の撲滅対策を推進しています。
　「大量の排気ガスを出して走行していた」等、不正軽
油に関する情報をお持ちの方は御連絡ください。
問合せ…埼玉県総務部税務課課税担当
【☎０４８－８３０－２６６５（直通）
	ＦＡＸ０４８－８３０－４７３７】

10
月
～
12
月
は
、『
滞
納
整
理
強
化
期
間
』で
す
。

広報かみさと No.5939


